
○
受
験
資
格

　［
高
卒
者
試
験
］

　

平
成
24
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒

業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

２
年
を
経
過
し
て
い
な
い
か
た
お

よ
び
平
成
25
年
3
月
ま
で
に
高
校

ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
見

込
み
の
か
た
。

　［
社
会
人
試
験
（
係
員
級
）］

　
昭
和
47
年
4
月
2
日
以
降
生
ま

れ
た
か
た
（
高
卒
者
試
験
に
規
定

す
る
期
間
が
経
過
し
た
か
た
お
よ

び
人
事
院
が
当
該
者
に
準
ず
る
と

認
め
る
か
た
に
限
る
）。

○
試
験
の
程
度

　

高
校
卒
業
程
度

○
申
込
書
の
受
付
期
間

　
①
［
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
］

　
　
（ http://w

w
w

.jinji.go.jp/

）

　
　

※
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報

　
　

 

ナ
ビ
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

　
　

６
月
26
日
（
火
）
～

　
　
　
　
　
　

７
月
５
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　

   

［
受
信
有
効
］

　

②
［
郵
送
ま
た
は
持
参
］

　
　

７
月
2
日（
月
）～
10
日（
火
）

　
　
　
　
　
　

   　
［
消
印
有
効
］

○
第
一
次
試
験
日

　

９
月
９
日
（
日
）

　

※
九
州
地
区
で
は
高
卒
者
試
験

　

は
8
試
験
地
で
実
施
。
社
会
人

　

試
験
は
4
試
験
地
で
実
施
。

○
申
込
用
紙

　

人
事
院
九
州
事
務
局
に
備
え
付

け
て
あ
り
ま
す
。

○
受
験
申
込
先

　

全
国
の
各
人
事
院
事
務
局

　

※
希
望
す
る
第
一
次
試
験
地
に 

　

よ
り
申
し
込
み
先
が
異
な
り
ま

　

す
の
で
、
詳
し
く
は
次
ま
で
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

人
事
院
九
州
事
務
局

　

☎
０
９
２
（
４
３
１
）
７
７
３
３

　
税
務
職
員
採
用
試
験
受
験
者

の
募
集

　

人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国

税
庁
で
は
、
税
務
職
員
採
用
試
験

（
旧
三
種
（
税
務
））
の
受
験
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
募
集
要
領
は

次
の
と
お
り
で
す
。　

○
受
験
資
格

　

高
校
卒
業
見
込
み
の
か
た
お
よ

び
高
校
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て

い
な
い
か
た
。

○
試
験
の
程
度

　

高
校
卒
業
程
度

○
申
込
書
の
受
付
期
間

　
①
［
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
］

　
　
（http://w

w
w

.jinji-shiken.

　
　

go.jp/juken.htm
l

）

　
　

６
月
26
日
（
火
）
～

　
　
　
　
　
　

７
月
５
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　

   

［
受
信
有
効
］

　

②
［
郵
送
ま
た
は
持
参
］

　
　

７
月
2
日（
月
）～
10
日（
火
）

　
　
　
　
　
　

   　
［
消
印
有
効
］

○
第
一
次
試
験
日

　

９
月
９
日
（
日
）

○
申
込
用
紙

　

人
事
院
九
州
事
務
局
、
熊
本
国

税
局
お
よ
び
最
寄
り
の
税
務
署
に

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ

毎年７月は社会を明るくする運動強化月間

　法務省では、毎年７月を『社
会を明るくする運動』強化月
間と定め、全国各地でさまざ
ま な 活 動 が 展 開 さ れ て い ま
す。
　「 社 会 を 明 る く す る 運 動 」
は、犯罪や非行を予防し更生
を支援する活動です。だれも
が安心してしっかりと自分の
人生を生きられる社会を築く
には、犯罪を犯した人や非行
に陥った少年の立ち直りを支
え、過ちを繰り返さないよう
に援助しあえる地域づくりが
大切です。皆さんができるこ
とから始める、それが大きな
力に変わります。

○
受
験
申
込
先

　

全
国
の
各
人
事
院
事
務
局

　

※
希
望
す
る
第
一
次
試
験
地
に

　

よ
り
申
し
込
み
先
が
異
な
り
ま

　

す
の
で
、
詳
し
く
は
次
ま
で
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

人
事
院
九
州
事
務
局

　

☎
０
９
２
（
４
３
１
）
７
７
３
３

　

熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

　

☎
０
９
６
（
３
５
４
）
６
１
７
１

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

17 広報ながしま


